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埼玉県後期高齢者医療広域連合告示第１８号 

 

  令和２年第１回埼玉県後期高齢者医療広域連合議会定例会を次のとおり招集する。 

 

   令和２年２月１０日 

 

            埼玉県後期高齢者医療広域連合長  富  岡     清 

 

 １ 期  日  令和２年２月１８日 午後１時３０分 

 

 ２ 場  所  さいたま市浦和区仲町３－５－１ 

         埼玉県県民健康センター １階 大会議室Ａ・Ｂ 
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令和２年第１回埼玉県後期高齢者医療広域連合議会定例会会議録 

 

 議 事 日 程  

令和２年２月１８日（火曜日） 午後１時３０分開会 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 議案第１号 埼玉県後期高齢者医療広域連合債権管理条例の制定について 

日程第 ５ 議案第２号 埼玉県後期高齢者医療広域連合監査委員条例の一部を改正する条例 

            の制定について 

日程第 ６ 議案第３号 埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部 

            を改正する条例の制定について 

日程第 ７ 議案第４号 令和元年度埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療事業特別 

            会計補正予算（第２号） 

日程第 ８ 議案第５号 令和２年度埼玉県後期高齢者医療広域連合一般会計予算 

日程第 ９ 議案第６号 令和２年度埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療事業特別 

            会計予算 

日程第１０ 議案第７号 埼玉県後期高齢者医療広域連合広域計画の変更について 

日程第１１ 一般質問 
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 出席議員（１６名） 

     ３番  原 口 和 久         ４番  吉 田 信 解 

     ５番  川 合 善 明         ６番  石 川 良 三 

     ７番  富 岡 勝 則         ９番  古 谷 松 雄 

    １０番  花 輪 利一郎        １１番  伊 藤   治 

    １２番  遠 藤 英 樹        １３番  山 田 一 繁 

    １４番  清 水 健 一        １５番  島 田 久仁代 

    １６番  中 野 政         １７番  城 下 師 子 

    １８番  峯 岸 克 明        １９番  松 澤 公 一 

 

 欠席議員（４名） 

     １番  大 橋 良 一         ２番  賴 髙 英 雄 

     ８番  松 本 恒 夫        ２０番  上 野   廣 

 

 説明のため出席した者の職氏名 

広 域 連 合 長 富 岡   清    副広域連合長 石木戸 道 也   

事 務 局 長 菱 沼 広 美    事 務 局 次 長 
兼 総 務 課 長 関 口 清 規   

事 務 局 次 長 
兼保険料課長 高 林 靖 浩    給 付 課 長 田 中 克 美   

 

 職務のため出席した者の職氏名 

書 記 長谷部 知 美    書 記 長 野 祐 介   
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開会 午後１時３０分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○議長（伊藤 治） 開会に当たり、議長から申し上げます。 

 ただいまの出席議員は16名であります。定足数に達しておりますので、これより令和２年第

１回埼玉県後期高齢者医療広域連合議会定例会を開会いたします。 

 なお、会議の途中で定足数の10名を欠くに至った場合には、会議を継続することが困難とな

ります。議員の皆様には本日の議事日程を全て終了するまで、御退席はなさらないようにお願

い申し上げます。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 

────────────────────────────────────────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（伊藤 治） これよりお手元に配付した議事日程により議事を進行いたします。 

 

────────────────────────────────────────────── 

 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（伊藤 治） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第72条の規定により、12番、遠藤英樹議員、13番、山田一繁議

員、以上２名の方を議長において指名いたします。 

 

────────────────────────────────────────────── 

 

◎会期の決定 

○議長（伊藤 治） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は本日１日といたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（伊藤 治） 御異議なしと認めます。よって、会期は本日１日と決定いたしました。 
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────────────────────────────────────────────── 

 

◎諸般の報告 

○議長（伊藤 治） 日程第３、諸般の報告を行います。 

 広域連合長から提出された議案は、お手元に配付した通知の写しのとおりであります。 

 また、議案第１号及び議案第３号に係る追加参考資料が広域連合長より送付されましたので、

お手元に配付いたしました。 

 次に、一般質問通告書と要求資料、説明員の出席について広域連合長より送付された通知の

写し、令和元年度定期監査及び例月現金出納検査の結果について監査委員より送付された報告

の写しをお手元に配付しましたので、御了承願います。 

 次に、全日本年金者組合埼玉県本部及び埼玉県社会保障推進協議会より後期高齢者の医療費窓

口負担の現状維持を求める「意見書」提出に関する陳情を、また埼玉県社会保障推進協議会より

加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的助成制度の創設を求める国への「意見書」提出に関する

陳情を受理しました。陳情書の写しをお手元に配付しましたので、併せて御了承願います。 

 なお、本日、傍聴人より録音及び写真撮影をしたい旨の申出があり、これを許可いたしまし

たので、御了承願います。録音を許可された傍聴人におかれましては、休憩中の会議の録音は

固く禁じますので、よろしくお願いいたします。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

 

────────────────────────────────────────────── 

 

◎広域連合長挨拶 

○議長（伊藤 治） ここで、広域連合長から挨拶を行いたい旨の申出がありますので、これ

を許します。 

 富岡広域連合長。 

○広域連合長（富岡 清） それでは、議長のお許しをいただきましたので、開会に当たりま

して一言御挨拶を申し上げます。 

 当広域連合長を務めております熊谷市長の富岡清でございます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 本日は、令和２年第１回広域連合議会定例会を招集申し上げましたところ、議員の皆様には

極めて御多用の中、御参集を賜り、また日頃から当広域連合の運営に特段の御理解と御協力を

賜りまして、心から御礼を申し上げるところでございます。 



－7－ 

 さて、後期高齢者医療制度は制度創設から間もなく13年目を迎えようとしております。当広

域連合の運営状況でございますが、令和２年１月末現在の被保険者数は約93万6,000人でござ

いまして、制度発足時の約51万人と比較いたしますと約1.83倍となり、全国一の伸び率となっ

ております。 

 今後も、急速に高齢化が進展し、これに伴い医療給付費も増加の一途をたどることが見込ま

れております。制度を持続可能なものとしていくためには、医療費適正化や保健事業といった

取組がより一層重要となってまいります。引き続きまして、市町村と緊密に連携・協力をしな

がら、これらの取組を推進してまいりたいと考えております。 

 被保険者の皆様が安心して適切な医療等を受けられるよう、そして一日も長く、その人らし

い自立した生活を送ることができるよう、後期高齢者医療制度の健全で円滑な運営に努めてま

いる所存でございますので、議員の皆様方には引き続きましての御支援と御協力をお願いいた

します。 

 さて、本日の定例会の議案でございますが、条例の制定を１件、条例の一部改正を２件、令

和元年度補正予算を１件、令和２年度予算を２件、広域計画の変更を１件、計７件御提案をさ

せていただいております。 

 議員の皆様方には、慎重なる御審議の上、御可決を賜りますようお願いいたしまして、開会

に当たりましての挨拶といたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（伊藤 治） 日程第４、議案第１号「埼玉県後期高齢者医療広域連合債権管理条例の

制定について」を議題といたします。 

 議案の朗読は省略いたします。 

 提案理由について説明を求めます。 

 田中給付課長。 

○給付課長（田中克美） 議案第１号「埼玉県後期高齢者医療広域連合債権管理条例の制定に

ついて」御説明申し上げます。 

 恐れ入りますが、右肩にナンバー１とあります議案書の１ページをお開きください。 

 この条例は、下段の提案理由にありますように、広域連合の債権管理に関する事務の処理に

ついて一層の適正化を図り、もって公正かつ円滑な行財政運営に資するため、この条例を制定

するものでございます。 
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 内容でございますが、恐れ入りますけれども、右肩にナンバー４とあります「議案参考資

料」１ページをお開きください。 

 内容といたしましては、広域連合が行う債権管理に必要な手続について定めた上で、一定の

条件を満たす債権の放棄を可能とし、議会への報告義務を課すよう定めるものでございます。 

 また、施行期日につきましては、令和２年４月１日とするものでございます。 

 なお、条例につきましては右肩にナンバー１とあります議案２ページから５ページまでに記

載しておりますので、後ほどごらんください。 

 以上で議案につきましての説明を終わらせていただきます。よろしく御審議を賜りますよう

お願い申し上げます。 

○議長（伊藤 治） これより質疑を願います。 

 17番、城下議員。 

○１７番議員（城下師子） それでは、質疑を行います。 

 まず初めに、本条例制定に関しましてパブリックコメントを実施されていると思います。今

回、追加参考資料という形で資料が配られていると思うんですが、まず１点目なんですが、パ

ブリックコメントの件数、それから内容についてですね、回答をどのようにされたのかが１点。 

 あと、２点目は本条例の業務は広域連合の業務として行うのかどうなのか、まず１回目は２

点、お伺いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（伊藤 治） 田中給付課長。 

○給付課長（田中克美） ただいまの御質問について御答弁申し上げます。 

 まず１点目、パブリックコメントの件数と内容につきましては、本日お配りいたしました議

案第１号の追加参考資料の（１）をごらんください。 

 御意見は１件、内容といたしましては条例案第１条に「市民生活の安心の確保」との文言の

追加を希望するものでございました。これに対して、御提案いただきました内容につきまして

は高齢者の医療の確保に関する法律の趣旨に合致したものであると広域連合の考え方をお示し

いたしました。 

 ２点目、本条例の業務は広域連合の業務として実施するのかということについてお答え申し

上げます。 

 この条例の適用につきましては、他の法令等に規定がある債権につきましては、それらの規

定が優先されることとされております。このため、この条例が対象としている債権は、第三者

損害賠償返還金、診療報酬返還金、負担割合差額返還金等の広域連合が業務として実施してい

る債権のみでございます。 



－9－ 

 以上でございます。 

○議長（伊藤 治） 17番、城下議員。 

○１７番議員（城下師子） まず、１回目の質疑に対する御答弁で、パブリックコメントの意

見につきまして「もって公正かつ円滑な行政運営」の次に、「及び市民生活の安心の確保」を

追加するというふうに要旨としては書いてあるんですが、回答のところにつきましては「法の

趣旨に包含され、合致したものであると認識しております」と回答されております。法の趣旨

に包含されているということにつきまして、具体的にどういった部分に包含されているのか、

その点をまず２回目、お聞きしたいと思います。 

 それから、それぞれの広域連合でも債権管理条例、次々と制定されているようなんですが、

例えば当広域連合議会におきましては滞納処分などの手続に関して法令を遵守するという規定

が今回の条例の中には盛り込まれていないんですが、その点はどの部分で言っているのか、い

ないのかどうなのか、以上２点でございます。 

○議長（伊藤 治） 田中給付課長。 

○給付課長（田中克美） まず、１点目についてお答えを申し上げます。 

 パブリックコメントの趣旨が合致するということについて、どういうことかということにつ

いてお答え申し上げます。 

 まず、パブリックコメントのご意見の中で「市民生活の安心の確保」ということがございま

したけれども、直接的には広域連合の業務に合致するものではないというところもございます

が、それに類似するものとして高齢者の医療の確保に関する法律の目的、国民保健の向上及び

高齢者の福祉の増進を図ることとおおむね合致するというようなニュアンスでお答えをしたも

のでございます。 

 ２点目、滞納処分につきましてでございますけれども、これにつきましては、まずこの条例

の前提として地方自治法あるいは地方自治法施行令に債権管理の規定がございますので、その

法令等の趣旨にのっとって適正に執行をしてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（伊藤 治） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（伊藤 治） なければ質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、反対討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（伊藤 治） 賛成討論はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（伊藤 治） なければ討論を終結いたします。 

 これより議案第１号「埼玉県後期高齢者医療広域連合債権管理条例の制定について」を採決

いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（伊藤 治） 総員起立であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

 

────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（伊藤 治） 日程第５、議案第２号「埼玉県後期高齢者医療広域連合監査委員条例の

一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 

 議案の朗読は省略いたします。 

 提案理由について説明を求めます。 

 関口事務局次長。 

○事務局次長兼総務課長（関口清規） 議案第２号「埼玉県後期高齢者医療広域連合監査委員

条例の一部を改正する条例の制定について」御説明申し上げます。 

 恐れ入りますが、右肩にナンバー１とあります「令和２年第１回定例会埼玉県後期高齢者医

療広域連合議会議案」の６ページをお開きください。 

 この条例は、下段の提案理由にありますように、「地方自治法等の一部を改正する法律」に

よる地方自治法の一部改正に伴い、必要な規定の整備を行うため、本条例の一部を改正するも

のです。 

 内容でございますが、右肩にナンバー４とあります「議案参考資料」の４ページをお開きく

ださい。 

 中ほどになりますが、改正内容としましては、地方自治法第243条の２第３項が、地方自治

法第243条の２の２第３項に繰り下がったことにより、本条例中の引用条項を改めるものです。 

 施行期日につきましては、法施行日に合わせ、令和２年４月１日から施行としております。 

 なお、条例の新旧対照表は５ページに記載しておりますので、後ほどごらんください。 

 以上で議案についての説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（伊藤 治） これより質疑を願います。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（伊藤 治） なければ質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、反対討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（伊藤 治） 賛成討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（伊藤 治） なければ討論を終結いたします。 

 これより議案第２号「埼玉県後期高齢者医療広域連合監査委員条例の一部を改正する条例の

制定について」を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（伊藤 治） 総員起立であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

 

────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（伊藤 治） 日程第６、議案第３号「埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療

に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 

 議案の朗読は省略いたします。 

 提案理由について説明を求めます。 

 高林事務局次長。 

○事務局次長兼保険料課長（高林靖浩） 議案第３号「埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高

齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について」御説明を申し上げます。 

 恐れ入りますが、右肩にナンバー１とあります議案書の８ページをお開きください。 

 この条例は、下段の提案理由にありますように、令和２年度及び令和３年度の保険料に関し、

所得割率と均等割額を定めるとともに、「高齢者の医療の確保に関する法律」施行令の改正に

基づき、保険料の賦課限度額及び均等割額の軽減の判定基準を改め、端数処理方法の変更並び

にその他所要の修正をするため、当該条例の一部を改正するものです。 

 次に、ナンバー４、「議案参考資料」の６ページをお開きください。 

 改正の内容でございますけれども、まず令和２年度及び令和３年度の保険料について、所得
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割率を0.0796とし、均等割額は４万1,700円に据え置くものです。 

 次に、令和２年度以降の保険料について、賦課限度額を引き上げ64万円とするものです。 

 （３）は、均等割額の５割軽減と２割軽減について、軽減対象となる所得基準を算定するた

めの被保険者の数に乗じる金額を、それぞれ28万5,000円と52万円に変更するものです。 

 （４）については、保険料の賦課額の端数処理方法について、令和２年度以降、10円未満切

捨てから100円未満切捨てに変更するものです。 

 経過措置に関しましては、この改正は令和２年度からの保険料に適用し、令和元年度までの

保険料については従前の例によるものとするなど、これらを主な内容とする改正になります。 

 では、令和２年度及び令和３年度の保険料率について御説明いたします。算定に当たっての

費用、収入の概要について、資料ナンバー５、Ａ４判の横長の資料をごらんください。 

 上段の（１）が２年間の費用額の見込みとなります。 

 費用額のうち、診療報酬改定率を勘案し、２年間の伸び率を見込んだ療養給付費等に要する

費用が合計で約１兆5,431億円、費用の98.73％を占めております。その右にあります審査支払

手数料等、特別高額医療費共同事業拠出金、保健事業等に要する費用等を加えました費用総額

は約１兆5,629億円と見込んでおります。 

 下段の（２）が収入額の見込みです。 

 （１）での療養給付費等に要する費用につきまして、法令等で規定され算出された公費負担

金や現役世代からの支援金を収入として見込み、内訳は国庫負担金が3,691億円、調整交付金

が1,054億円、県負担金が1,285億円、市町村負担金が1,203億円、現役世代からの支援金が

6,452億円となります。 

 （１）の右端の網掛け部分の一部につきましては、（２）の右端の特別高額医療費共同事業

交付金と健康診査事業費補助金等として措置されますが、その他の費用につきましては保険料

等で賄う必要がございます。 

 （１）の費用総額のうち、公費や支援金などで補塡される部分を除いた部分の額は1,921億

円となりますが、この保険料等には上昇抑制財源、保険料剰余金を充てることができます。 

 今回の改定に当たりましては、被保険者の代表や有識者などを構成員とする埼玉県後期高齢

者医療懇話会で御協議いただいております。懇話会からは、剰余金を活用して低所得者に影響

の大きい均等割額を現行の水準に維持し、剰余金については将来の保険料額の上昇抑制のため

の財源として確保するよう提言を受けているところでございます。 

 そこで、低所得者に影響の大きい均等割額を現行４万1,700円と同水準とするために必要な

剰余金必要額を算出いたしますと、濃い網掛け部分になりますけれども、積立て剰余金152億

円を活用することで、これが可能となります。残る剰余金については将来を見据え、次回以降
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の保険料率の上昇抑制財源とすることとしております。 

 その結果、必要な保険料収納必要額としては1,769億円、その下の収納率を勘案した保険料

賦課総額については1,781億円となります。この額を賄うための１人当たりの保険料率は右下

にありますとおり、均等割額は据置きで４万1,700円、所得割率は7.96％となります。１人当

たりの保険料額は９万657円、軽減措置を含めた軽減後の１人当たりの保険料額は７万6,481円

と見込まれます。 

 現行の保険料率と比較いたしますと、資料ナンバー６の１ページをお開きいただいて、

（３）現行保険料率と新保険料率との比較、右側をごらんください。均等割額は同額、所得割

率は0.1ポイント上がることとなります。 

 ただいま説明させていただきました内容、詳細の計算過程につきましては、同じく資料ナン

バー６の２ページ以降に記載してございますので、後ほどお目通しいただければと存じます。 

 以上で議案第３号につきましての説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜ります

ようお願い申し上げます。 

○議長（伊藤 治） これより質疑を願います。 

 17番、城下議員。 

○１７番議員（城下師子） それでは、議案第３号「埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢

者医療に関する条例の一部を改正する条例制定について」質疑を行います。 

 先ほどの御説明の中に懇話会の提言の御説明がございました。低所得者に配慮した改正案と

いうことで、御説明があったわけなんですが、まず保険料の剰余金162億円だと思いますが、

結果として10億円を次回の保険料改定時に使用していくというような旨の御説明があったと思

うんですが、この152億円を投入するとした理由ですね、それから10億円、全額投入をなぜし

なかったのかどうなのか、こういった部分の説明をまず１回聞きたいと思います。 

 それから、今回の改定案による保険料の増収額はどれくらいを見込んでいるのか、これが２

つ目。 

 それから、３つ目なんですが、１人当たりの平均保険料額と、保険料額が引き上がる被保険

者数はどれくらいいらっしゃるのか。 

 ４点目です。財政安定化基金につきましては、懇話会の提言の中にも今回は使わないという

ような旨の提言があったようなんですが、活用が可能にはなっているというふうに思っている

んです。現時点での基金残高と、仮に今年度同様の保険料にする場合には幾らの財源が必要な

のか、これをお示しいただきたいと思います。 

 それから、５点目です。改定案では被保険者均等割額に係る軽減判定基準の変更という条文

があると思います。先ほど１回目、議案説明の中では詳細な説明がなかったものですから、こ
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の部分がどこになるのか、条文の、５割軽減と２割軽減、それぞれ対象者はどれくらい拡大さ

れるのか、それから金額についてもお示しいただきたいと思います。 

 ６点目です。特例軽減の措置についても今回の条例改正の中には盛り込まれているというふ

うに思っておりますが、縮小・廃止が新年度に予定されておりますよね。条例のどの部分に当

たるのか、これも御説明いただきたいと思います。それと、新年度の対象者数です。それから、

影響額は幾らになるのか、以上６点について１回目の質疑を行いたいと思います。お願いいた

します。 

○議長（伊藤 治） 高林事務局次長。 

○事務局次長兼保険料課長（高林靖浩） まず１点目、162億円を全額投入しなかった理由と

いうことでございますけれども、先ほど御説明させていただいたとおり、提言の中ではまずは

均等割額を同水準にするということですので、それに必要な額を算出した結果、152億でその

部分が賄えると。ですので、その152億円を投入したと。残る剰余金については、将来の上昇

抑制財源とすることという提言を頂きましたので、その10億円を確保し、次回の改定以降に持

ち越すこととしたということでございます。 

 ２点目でございますが、今回の改定による保険料増収額はということでございますけれども、

今回の保険料率の改定では、まず所得割率のみ上昇ということになっております。所得割のそ

の部分に該当するのは所得見込額に0.1％乗じた額ということになりますので、その額として

は約５億9,000万円と見込んでおります。 

 それから、３点目でございますけれども、１人当たりの保険料額が引上げとなる被保険者数

はということですが、保険料額が引上げになる被保険者数については、保険料率の改定の影響

を受ける被保険者のみの場合は約40万6,000人ということになります。 

 なお、全体ですね、今回の条例の改正という意味では均等割額の特例軽減の見直し、それか

らその他賦課限度額が引上げというような、いろんな要件を踏まえて全ての保険料額が引上げ

になる方々の被保険者数としては、約94万3,000人ということで見込んでおります。 

 それから４点目、財政安定化基金の活用はできるはずであるがという御質問に対してでござ

いますけれども、まず財政安定化基金の令和元年度末の残高は約100億円の見込みとなってお

ります。ただ、この財政安定化基金は本来、例えばインフルエンザ等の大流行によって給付費

が急増した場合などに財源不足を補うために設置されているものでございます。特例として保

険料率の上昇抑制に活用できるとされておりまして、あくまでも保険料率の増加の抑制のため

に使われるもので、今回仮に今は所得割率だけ0.1ポイント上がっていますけれども、それを

同水準にした場合に均等割額が下がる形になります。そうなると、引下げのためには活用でき

ないということでございますので、財政安定化基金の活用の要件には合わないということでご
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ざいます。 

 それから、５点目、今回の５割軽減、２割軽減の所得判定基準の変更になる部分ということ

でございますけれども、これは資料ナンバー１の９ページをごらんいただきますと、第14条部

分、第１項で28万円を28万5,000円、51万円を52万円に改めると、ここで規定をしておりまし

て、その対象者、どれだけの方々が拡大になるのかという御質問のお答えについては、まず５

割軽減については対象者が8,000人増えます。影響額としては１万2,510円、全体の影響額とし

ては約１億円の保険料負担減となります。また、２割軽減については対象者数が１万3,000人

で１人当たりの影響額は8,340円、全体の影響額として約１億1,000万円の保険料負担減という

ことが見込まれます。トータルとしては全体で２万1,000人、額としては２億1,000万円分の保

険料負担減ということになります。 

 それから、最後、６点目です。保険料軽減特例措置に関して、条例のどこの部分で規定して

いるのかということでございますけれども、保険料軽減特例措置に関しては本則と異なる特例

を附則において規定しておりまして、保険料額の算定に直接影響する部分というのは資料ナン

バー１の同じく９ページの下から６行目以下の附則の第４条となります。 

 次に、令和２年度、３年度のそれぞれの対象者と影響額はということでございますけれども、

まずは令和２年度に関しては均等割、８割軽減から７割軽減となる対象者数は約18万4,900人、

影響額は７億7,000万円、8.5割軽減が7.75割軽減になる対象者数は約16万3,400人、影響額は

５億1,000万円の保険料負担増になると見込んでおります。 

 また、令和３年度につきましては、まだこれはどれほどの被保険者数になるかというのが読

めないところではございますけれども、見込みとしては均等割7.75割軽減から７割軽減となる

対象者数は約16万9,000人、影響額は５億3,000万円程度の保険料負担増になるかと見込んでお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（伊藤 治） 17番、城下議員。 

○１７番議員（城下師子） それでは、２回目の質疑を行いたいと思います。 

 ただいま１回目の答弁の中で、今回の条例改正の詳細というのが示されたというふうに思い

ます。全体として保険料の改定で引き上がる方が40万6,000人ということなんですが、特例軽

減の縮小・廃止、それから賦課限度額の引上げということも含めると94万3,000人の方が今回

の条例改正によって負担が増えるということが分かりました。 

 それで、２回目、１点目お聞きしますけれども、そうしますと新年度の被保険者数は何人を

見込んでいらっしゃるのか、そのうちの94万3,000人というのはどれくらいの割合になるのか、

これをお示しいただきたいと思います。 
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 それから、先ほど議案の追加参考資料ですね、皆さんのお手元にもあると思うんですが、こ

れをごらんいただきながら２回目、質疑を行いますけれども、追加参考資料の（２）です。

「令和２年度における収入（年金）額別の保険料額」ということで夫婦２人世帯、それから被

保険者単身世帯の保険料の改定前と改定後の推移、額が示されていると思います。 

 まず、この中でお聞きしたいんですが、年金収入別で一番引上げが多い年金収入額、それか

ら増加率の上位４位まで示していただきたいと思います。これが２点目です。 

 それから、３点目なんですが、財政安定化基金についてなんですけれども、先ほど１回目の

答弁の中で、この基金については100億円あるということで御説明いただきましたけれども、

たしかこれは改正がありまして保険料の上昇抑制にも使っていいですよという改定になりまし

たよね。しかし、引下げには使えませんよという説明だったと思うんですが、今正に新型コロ

ナですか、ウイルスの問題とか、様々な費用の負担増という形で使うという意向を示せば、国

と県との協議をする中身のものなので、これは可能になってくるんじゃないかというふうに思

っているんですけれども、現行の保険料を維持する場合には、必要な財源は、じゃどれくらい

あればいいのか、この点を３点目、お示しいただきたいと思います。 

 それから、今回の保険料改定に伴って現役世代の負担率が下がって、後期高齢者の方の負担

率が、たしか厚生労働省のほうからは２年に一遍示されていると思うんですが、それの推移で

すね、前回の保険料の算定のときよりもどれくらい引き上がっているのかどうなのか、その点

をお示しいただきたいというふうに思います。 

 以上、２回目、４点質疑いたします。 

○議長（伊藤 治） 高林事務局次長。 

○事務局次長兼保険料課長（高林靖浩） まず、１点目ですけれども、令和２年度の被保険者

数の見込みというのは、ナンバー５のところにございますように、平均被保険者の見込みとい

うことで96万4,861人と見込んでおります。単純計算を申し上げますと、先ほどの保険料が少

しでも上がってしまう方というのは全体の98％ということになります。 

 ２点目でございますけれども、資料でお示しした中で上位４位までをということですけれど

も、１位はやはり８割から７割軽減に変更になる方の階層ということで、この（１）の世帯構

成で夫婦２人世帯ということでありますと、ここで示している年金収入80万円の方々、２番目

が8.5割から7.75割に軽減が縮小される方々になります。具体的には年金収入でいうと153万円

未満の方ということになるかと思います。３番目は7.75割軽減の方なんですけれども、所得割

も賦課される方ということになりますので、その下の168万円の年金収入の方が３番目に上昇

率が高いということです。４番目に関しては非常に所得が高い方ということで、990万円以上

の方々については今回所得割率が0.1ポイント上がりますので、その影響で４番目に高い方の
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階層になるかと思います。 

 それから、財政安定化基金は、先ほど申し上げたように活用の要件には当たらないんですけ

れども、実際に平均額、１人当たりの保険料額が同額となるように必要な財源ということを仮

に試算いたしますと、約48億4,000万円ということになると思います。 

 それから、高齢者負担率が上がっていることに関してですが、前回は11.18％だったところ

が今回11.41％ということで、この分がこれまでよりも後期高齢者の方々により負担していた

だくような内容になっており、比較をいたしますと0.23ポイント上がっているということでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（伊藤 治） 17番、城下議員。 

○１７番議員（城下師子） それでは、３回目の質疑を行いたいと思います。 

 新年度の被保険者数は96万4,861人を予定しているということで、そのうちの98％の方が今

回の条例改正によって負担が増えるということが明らかになりました。それと、参考資料の中

でも年金収入別のこの負担率が上がる方というのが、一番影響を受けるのが年金収入年間80万

円の方ということが分かりました。 

 それで、ちょっと私は２回目のときに増加率、聞いてなかったでしたかね、もし聞いてなか

ったら、３回目でちょっとお示しいただきたいんですけれども、一番上がる方たちの今回の条

例改正による増加率がどれくらいあるのか、お示しいただきたいと思います。１、２、３、４

位までですね、それを示していただきたいと思います。 

 それから、対象者数はどれくらいいらっしゃるのかということで初めに聞きましたら、なか

なか実数は難しいということで、11月に決算の審議をした際に示された資料が最も直近の実績

という資料だということで御説明いただいたので、そうしますと大体今１番目、２番目の方た

ちですね、年金収入80万円、それから153万円、この部分の年金収入の方たちの人数というの

は被保険者数で約31万人ということでよろしいのかどうなのか、この点を確認したいと思いま

す。 

 以上で３回目を終わりにいたします。 

○議長（伊藤 治） 高林事務局次長。 

○事務局次長兼保険料課長（高林靖浩） それでは、先ほどの１位から４位まででよろしいで

すか。 

○１７番議員（城下師子） はい。 

○事務局次長兼保険料課長（高林靖浩） 伸び率ということですけれども、１番目、７割軽減

の方々については増減比でいえば49.88％増になります。２番目の7.75割軽減の方は48.8％、
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それから３番目の7.75割、所得割で、所得の状況によって違うんですけれども、一番影響の大

きい、伸び率が高い方という整理になりますが、18.07％、それから非常に所得が大きい方、

この伸び率に関しては3.23％上がるということでございます。 

 それから、最後の御質問なんですが、11月に年の保険料額でどれくらいの被保険者の方がい

らっしゃるかという資料をごらんいただいたんだと思いますが、これが31万人、令和２年度で

そのくらいいるのかということに関しては、来年度、保険料を賦課する方々の所得の状況とい

うのが今全く読めない状況でございますので、その人数が果たしているかどうかというのは分

からないということになります。 

 ただ、実際に軽減判定の際には御本人の所得だけではなくて、世帯の収入というのも算入さ

れることにもなりますので、その世帯収入がどれだけになるかということになりますと、そこ

は読めないということで、今現在でどのくらいの人数かというよりは、傾向として全体として

は30％ぐらいの方々がそれに当たるのかなということで御回答をさせていただければと思いま

す。 

○議長（伊藤 治） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（伊藤 治） なければ質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、反対討論はありませんか。 

 17番、城下議員。 

○１７番議員（城下師子） それでは、議案第３号「埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢

者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、反対の立場から討論を申し上げ

ます。 

 今回の改正は、懇話会からの提言を受けて、低所得者の均等割額の現行維持や、被保険者均

等割額に係る軽減判定基準額の拡大など、配慮した面もございます。しかし、特例軽減の縮

小・廃止に関わるものや保険料の所得割を現行より0.1ポイント、賦課限度額を62万円から64

万円に引き上げるとしています。 

 先ほどの質疑でも明らかになりましたように、今回の条例改正で負担増になる被保険者は約

94万3,000人、令和２年の見込み96万4,861人からしても、98％の方が保険料負担の引き上がる

影響を受けるということが明らかになりました。その内訳は、保険料引上げによる負担増の方

が約40万6,000人、それによる増収見込みは約５億9,000万円、特例軽減の縮小・廃止される被

保険者は約34万8,300人、これによる被保険者の負担増は約２億8,000万円、それ以外に賦課限

度額引上げによる負担増となっております。被保険者のほとんどが負担増になる内容です。中
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でも年金収入が80万円の単身世帯など年間4,160円の負担増、国民年金の月６万円の方も対象

になっていく。さらには、年間100万円の年金収入の方、被保険者は先ほどは大体30％の方が

そういった対象になるということでしたけれども、2019年度の決算時の資料で見ますと約31万

人で、負担率は先ほどの答弁にもございました49.88％に上ります。収入の少ない被保険者ほ

ど負担が重くのしかかる内容となっています。相次ぐ社会保障費の負担増により、高齢者の生

活は深刻です。正に不測の事態といっても過言ではありません。高齢者が安心して必要な医療

を受けられるためにも、約100億円ある財政安定化基金など今こそ活用して高齢者の負担軽減、

保険料の負担軽減を図るべきでございます。高齢者の負担を増大させる本議案には反対をいた

します。 

 以上です。 

○議長（伊藤 治） 賛成討論はありませんか。 

 12番、遠藤英樹議員。 

○１２番議員（遠藤英樹） それでは、議案第３号「埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢

者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、賛成の立場から討論をさせてい

ただきます。 

 議案第３号「埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する

条例の制定について」は、制度上、国、県、市町村の公費負担や現役世代からの支援金、そし

て被保険者からの保険料で賄うものとされております。冒頭の広域連合長の御挨拶にもござい

ましたとおり、急速な高齢化による被保険者数の増加等により、医療給付費は年々増加し、こ

れに伴い必要な保険料総額の増加が想定される厳しい社会状況である中、被保険者の生活への

影響とこの制度の安定的な運営に配慮しながら、保険料率を算定すべきものと考えます。 

 今回の条例改正案におきまして、次期保険料率につきましては算定資料が示しますように令

和２年度と令和３年度の２年間に必要な費用額と、国、県、市町村からの公費負担金、現役世

代からの支援金などの収入額から保険料収納必要額を適正に見込み、保険料率を算定したもの

と考えられます。 

 また、埼玉県後期高齢者医療懇話会からの提言に沿い、剰余金を活用し、低所得者に影響の

大きい均等割額につきましては現行の水準を確保するなど、低所得者層に一定の配慮をした内

容となっているものと存じます。 

 今後とも、被保険者の方々が安心して必要な医療を受けられるよう、被保険者の生活への影

響について十分に配慮しつつ、制度の安定的な運営に向けて取り組まれることを期待いたしま

すし、また現在の状況を鑑みますと、むしろ今後の様々な改正が更に必要な状況であると考え

ております。 



－20－ 

 したがいまして、埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正

する条例の制定について、賛成をいたします。 

 以上です。 

○議長（伊藤 治） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（伊藤 治） なければ討論を終結いたします。 

 これより議案第３号「埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を

改正する条例の制定について」を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（伊藤 治） 起立多数であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

 

────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（伊藤 治） 日程第７、議案第４号「令和元年度埼玉県後期高齢者医療広域連合後期

高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）」を議題といたします。 

 議案の朗読は省略いたします。 

 提案理由について説明を求めます。 

 高林事務局次長。 

○事務局次長兼保険料課長（高林靖浩） それでは、議案第４号「令和元年度埼玉県後期高齢

者医療広域連合後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）」について御説明申し上げま

す。 

 恐れ入りますが、右肩にナンバー２とございますＡ４判横長の「令和元年度特別会計補正予

算及び補正予算説明書」の３ページをお開きください。 

 まず、特別会計補正予算の総額は中段の第１条にございますとおり、歳入歳出それぞれに

5,380万円を追加し、総額を7,788億402万2,000円とするものでございます。 

 次に、歳入歳出の内訳について御説明いたします。 

 恐れ入りますが、右肩にナンバー７とございますＡ４判横長の「議案参考資料」３ページを

お開きください。 

 初めに、歳入について御説明いたします。 
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 まず、「国庫支出金」のうち１段目の「国庫補助金」、「特別調整交付金」は、２段目の

「健康診査事業費補助金」と連動しております。国から受ける交付金の対象が「健康診査事業

費補助金」から「特別調整交付金」に振替になったことに伴い、「特別調整交付金」を４億

719万9,000円増額し、２段目の「健康診査事業費補助金」について同額を減額するものでござ

います。 

 ３段目の「災害臨時特例補助金」は、福島第一原発事故避難者に係る一部負担金の免除及び

保険料減免に要する費用に対する補助金で、その４割相当額の395万4,000円の交付を受けるも

のでございます。 

 次の「繰入金」の「保険給付費支払基金繰入金」は、ただいま御説明いたしました「災害臨

時特例補助金」が交付されることによる減額、また後ほど歳出で説明します「国県支出金等返

還金」のうち、過年度分の負担金精算額確定等による返還金の増額に必要な財源として、

5,380万円の追加繰入れによる増額、これらの差引き4,984万7,000円を増額するものでござい

ます。 

 続きまして、歳出について御説明いたします。 

 ４ページをごらんください。 

 「諸支出金」の「国県支出金等返還金」は、平成30年度分の特別調整交付金及び国庫補助金

の精算額の確定等に伴い、5,380万円を増額するものでございます。 

 以上で議案第４号につきましての説明を終わらせていただきます。よろしく御審議を賜りま

すようお願い申し上げます。 

○議長（伊藤 治） これより質疑を願います。 

 17番、城下議員。 

○１７番議員（城下師子） それでは、１点質疑をいたしたいと思います。 

 まず、先ほど御説明いただきました「災害臨時特例補助金」なんですが、福島原発事故避難

者に係る交付という説明だったと思うんですが、昨年は台風による被災者支援ということでも、

いろいろと広域連合としても厚生労働省の通達を受けて頑張っていただいたと思うんですが、

その辺の補正というのは今回はされないのでしょうか、この点についてお聞きしたいと思いま

す。 

 以上です。 

○議長（伊藤 治） 田中給付課長。 

○給付課長（田中克美） 台風19号に係る補正予算を計上しなかった理由についてお答え申し

上げます。 

 台風19号に係る災害臨時特例補助金を含む国の補正予算は、令和２年１月30日に成立いたし
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ました。このため、広域連合の補正予算の積算時点では、厚生労働省からの財政支援措置につ

いて通知を受けていなかったもので、補正予算案に計上しなかったものでございます。 

 以上です。 

○議長（伊藤 治） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（伊藤 治） なければ質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、反対討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（伊藤 治） 賛成討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（伊藤 治） なければ討論を終結いたします。 

 これより議案第４号「令和元年度埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療事業特別会

計補正予算（第２号）」を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（伊藤 治） 総員起立であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

 

────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（伊藤 治） 日程第８、議案第５号「令和２年度埼玉県後期高齢者医療広域連合一般

会計予算」を議題といたします。 

 議案の朗読は省略いたします。 

 提案理由について説明を求めます。 

 関口事務局次長。 

○事務局次長兼総務課長（関口清規） 議案第５号「令和２年度埼玉県後期高齢者医療広域連

合一般会計予算」について御説明申し上げます。 

 恐れ入りますが、右肩にナンバー３とありますＡ４判横長の「令和２年度埼玉県後期高齢者

医療広域連合一般会計・特別会計予算及び予算説明書」の３ページをお開きください。 

 令和２年度の一般会計予算総額は、第１条にありますとおり17億9,710万円とするものでご
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ざいます。 

 次に、主な歳入歳出について御説明させていただきます。 

 恐れ入りますが、別冊となっております右肩にナンバー７とありますＡ４判横長の「議案参

考資料」の７ページをお開きください。 

 まず、歳入から御説明させていただきます。 

 「分担金及び負担金」は、広域連合規約に基づいて各市町村に御負担いただく「共通経費負

担金」で17億9,285万円を計上しております。 

 次に、「国庫支出金」は、被保険者の代表や医療関係者の方々などから意見を聴く場として

開催しております後期高齢者医療懇話会に係る費用と、保健事業実施に伴う保健師の雇用に対

して「特別調整交付金」の対象となることから、合わせて317万5,000円を計上しております。 

 次の「繰越金」及び「諸収入」につきましては、記載のとおりでございます。 

 以上で歳入の御説明を終わらせていただき、８ページをお開きください。 

 歳出でございますが、主なものについて御説明をさせていただきます。 

 初めに、「議会運営に係る経費」150万2,000円は、議員報酬や議会運営に係る経費でござい

ます。 

 次に、「事務局運営に係る経費」2,227万1,000円は、広域連合の事務所使用料、職員の旅費、

消耗品費等の需用費や通信運搬費等の役務費などの経費でございます。 

 次に、「電算システム等に係る経費」2,652万5,000円は、職員用情報系端末機器及びサーバ

等の賃借料やサーバの運用管理委託料等に係る経費でございます。 

 次に、９ページをごらんください。 

 「会議開催等に係る経費」61万円は、懇話会委員の報償金や審査会委員の報酬及び各種会議

等の会議室の使用料等でございます。 

 次に、「事務局職員に係る経費」３億2,065万8,000円は、事務局職員の人件費や会計年度任

用職員の報酬等でございます。 

 この「事務局職員に係る経費」でございますが、前年度と比較して2,635万3,000円の増額と

なっておりますが、市町村からの派遣職員２名の増員と、通勤時間がおおむね２時間を超える

と思われる市町村からの職員派遣があり、その職員用に住宅を借り上げる費用が増加したこと

などが理由でございます。 

 次に、「公平委員会・選挙管理委員会・監査委員に係る経費」につきましては、記載のとお

りでございます。 

 次に、「事務経費繰出金」14億1,727万7,000円は、特別会計で支出する事務経費相当分を繰

り出すものでございます。 
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 次の「その他運営に係る諸経費」と、その次の「予備費」につきましては、記載のとおりで

ございます。 

 以上で議案につきましての説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げ

ます。 

○議長（伊藤 治） これより質疑を願います。 

 17番、城下議員。 

○１７番議員（城下師子） それでは、質疑を行います。 

 資料の今御説明いただきました、９ページになります、「事務局職員に係る経費」について

お尋ねいたします。 

 今回、２名の職員を増やすということで、大変事務量も増えていく中で、今回２名増員とい

うことではよかったなと思っているんですが、まず職員定数条例での上限定数は何名になって

いるのか、それから37名のうち県から派遣されている職員は何名いらっしゃるのか、またそれ

に係る県の負担金は幾らになっているのか、以上お尋ねしたいと思います。 

○議長（伊藤 治） 関口事務局次長。 

○事務局次長兼総務課長（関口清規） 職員定数条例の定数につきましては、46名となってお

ります。県から派遣されている人数と、それに関わる県負担金ですけれども、広域連合規約で

広域連合は埼玉県内の全市町村で組織するとありますので、直接県から県職員を広域連合に派

遣することはできません。そのため、県が県職員を熊谷市に派遣し、熊谷市の職員として広域

連合に派遣しています。人数といたしましては２名で、それに伴う県の負担金についてはござ

いません。 

○議長（伊藤 治） 17番、城下議員。 

○１７番議員（城下師子） ちょっと確認したいんですけれども、そうしますと熊谷市さんの

ほうに県のほうから２名の職員さんを派遣されているということで、その２名の職員の給与と

いうのは熊谷市さんが負担して、県のほうは熊谷市さんにこの部分は出していないという理解

でよろしいんですか、そこだけ確認したいと思います。 

○議長（伊藤 治） 関口事務局次長。 

○事務局次長兼総務課長（関口清規） そのとおりで、県はお金を出しておりません。熊谷市

で負担しております。その分については、共通経費負担金で賄っております。 

○議長（伊藤 治） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（伊藤 治） なければ質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 
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 まず、反対討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（伊藤 治） 賛成討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（伊藤 治） なければ討論を終結いたします。 

 これより議案第５号「令和２年度埼玉県後期高齢者医療広域連合一般会計予算」を採決いた

します。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（伊藤 治） 総員起立であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

 

────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（伊藤 治） 日程第９、議案第６号「令和２年度埼玉県後期高齢者医療広域連合後期

高齢者医療事業特別会計予算」を議題といたします。 

 議案の朗読は省略いたします。 

 提案理由について説明を求めます。 

 高林事務局次長。 

○事務局次長兼保険料課長（高林靖浩） 議案第６号「令和２年度埼玉県後期高齢者医療広域

連合後期高齢者医療事業特別会計予算」について御説明申し上げます。 

 恐れ入りますが、右肩にナンバー３とございますＡ４判横長の「令和２年度埼玉県後期高齢

者医療広域連合一般会計・特別会計予算及び予算説明書」の19ページをお開きください。 

 まず、令和２年度の特別会計予算総額は中段の第１条にございますとおり7,681億2,500万円

とするものでございます。 

 次に、歳入歳出について御説明いたします。 

 恐れ入りますが、右肩にナンバー７とございますＡ４判横長の「議案参考資料」の13ページ

をお開きください。 

 初めに、歳入について御説明いたします。 

 「市町村支出金」1,462億1,124万9,000円は、市町村が徴収した保険料の納付金や、低所得

者及び被用者保険の被扶養者であった者に係る保険料軽減分の負担金、療養の給付等に係る市
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町村の定率負担金などでございます。 

 次に、「国庫支出金」2,327億2,472万4,000円は、療養の給付等に係る国の定率負担金やレ

セプト１件につき80万円を超える高額な医療費に対する国の負担金、広域連合間の所得格差に

よる財政力の調整を図るための「普通調整交付金」、健康診査事業に係る国の補助金などでご

ざいます。 

 次に、「県支出金」627億2,977万3,000円は、療養給付費等に係る県の定率負担金や高額な

医療費に係る県の負担金等でございます。 

 14ページをお開きください。 

 「支払基金交付金」3,150億210万2,000円は、現役世代からの支援金でございます。 

 次に、「特別高額医療費共同事業交付金」３億2,417万3,000円は、レセプト１件につき400

万円を超えるものについて、財政負担を軽減することを目的に国保中央会で行う共同事業から

の交付金でございます。 

 次に、「繰入金」73億5,319万1,000円は、市町村からの共通経費負担金のうち特別会計分を

一般会計から繰り入れる「事務経費繰入金」と、歳出に対する歳入不足額を補塡する「保険給

付費支払基金繰入金」でございます。 

 次に、「繰越金」の「前年度繰越金」30億円は、国、県、支払基金などからの療養給付費負

担金等の概算払による剰余分を決算繰越見込額として予算措置するものでございます。 

 15ページをごらんください。 

 歳出について御説明いたします。 

 「保険給付に係る経費」7,567億2,564万6,000円は、被保険者の医科、歯科、調剤の給付費

などに係る「療養給付費等」や、１カ月に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合に、

その超えた部分を支給する「高額療養費」などでございます。 

 次に、「保健事業に係る経費」46億4,315万7,000円は、健康診査事業を市町村に委託する

「健康診査委託料」や埼玉県歯科医師会に委託する「歯科健康診査委託料」、人間ドック助成

事業等の「後期高齢者保健事業等補助金」、また令和２年度より開始される介護予防との一体

的実施に係る「市町村保健事業委託料」などでございます。 

 16ページをお開きください。 

 「レセプトの審査・点検等に係る経費」21億2,966万5,000円は、レセプトの審査及び診療報

酬等の支払業務について、国保連合会に委託する「審査支払委託料」、レセプトを電子化、オ

ンライン化するシステムの運用管理について国保連合会に委託する「レセプト管理システム運

用委託料」、結核性疾患及び精神病に係る「結核精神データ作成業務委託料」、療養費の点検

に係る「療養費点検等委託料」などでございます。 
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 次に、「医療費通知等に係る経費」３億9,808万2,000円は、医療費通知や支給決定通知など

の作成、発送に係る経費でございます。 

 次に、「医療費適正化に係る経費」4,296万8,000円は、ジェネリック医薬品の使用促進に係

る経費や、「損害賠償求償事務委託料」などでございます。 

 17ページをごらんください。 

 「被保険者証、ミニガイド等の作成等に係る経費」１億1,510万8,000円は、制度に係るミニ

ガイドやパンフレットなどの作成経費や、「被保険者証等作成業務委託料」などでございます。 

 次に、「広域連合電算システムに係る経費」５億1,600万1,000円は、広域連合電算処理シス

テムに係る機器の運用・管理に係る経費や、機器の賃借に係る経費などでございます。 

 18ページをお開きください。 

 「業務運営に係る経費」4,801万5,000円は、制度改正があった場合の周知費用に係る市町村

への補助金などでございます。 

 次に、「拠出金・積立金・公債費」３億2,432万5,000円は、主にレセプト１件につき400万

円を超える高額な医療費に対する国保中央会で行う共同事業への拠出金などでございます。 

 次の「諸支出金」、「予備費」については、記載のとおりでございます。 

 以上で議案第６号につきましての説明を終わらせていただきます。よろしく御審議を賜りま

すようお願い申し上げます。 

○議長（伊藤 治） これより質疑を願います。 

 17番、城下議員。 

○１７番議員（城下師子） それでは、議案第６号「令和２年度埼玉県後期高齢者医療広域連

合後期高齢者医療事業特別会計予算」について何点か質疑をさせていただきます。 

 まず、今御説明いただきました資料13ページからなんですが、「高額医療費負担金」が増え

ておりますが、これについては被保険者の増によるものという理解でよろしいのかどうなのか、

高額療養費の限度額の引上げが新年度あるのかどうなのか、この点についてお示しいただきた

いと思います。 

 それから、２つ目なんですけれども、「後期高齢者医療制度事業費補助金」減の理由ですね、

今後の方向性、この事業を今後どういうふうに進めていくつもりでいらっしゃるのか、これが

２点目。 

 それから、３点目なんですが、「議案参考資料」の14ページになります。上段の「支払基金

交付金」なんですけれども、現役世代の保険料を財源にしているということですが、これが減

になっていますよね。その理由についてお示しいただきたいと思います。 

 それから、歳出にまいります。15ページです。 
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 「市町村保健事業委託料」の内容です。これは多分、新規事業になるんでしょうか、前年度

なかったですよね。この内容ですね。それから、委託自治体にどういうところを考えていらっ

しゃるのか、これをお示しください。 

 それから、同じく15ページの「後期高齢者保健事業等補助金」減があると思います。一番下

段のほうです。その減の理由についてお示しいただきたいと思います。 

 １回目、以上です。 

○議長（伊藤 治） 田中給付課長。 

○給付課長（田中克美） お答え申し上げます。 

 まず、第１点目、「高額医療費負担金」の増額理由についてでございます。 

 「高額医療費負担金」につきましては、レセプト１件につき80万円を超えるものに対して国

が行う公費負担でございます。歳出につきましては、今年度の見込額に被保険者数の伸び率や

１人当たりの保険給付費等の伸び率を乗じて積算した結果、増額となったものでございます。 

 また、積算の過程で後期高齢者負担率というものも用いておりまして、その割合が平成30年

度、令和元年度の11.18％から令和２、３年度の11.41％に、0.23ポイント引上げとなったこと

もその一因となってございます。 

 ２点目でございます。 

 「後期高齢者医療制度事業費補助金」の減額理由についてでございます。主な理由につきま

しては、健康診査に係る補助についての予算積算の方法を２点変更したからでございます。１

点目といたしましては、今年度の予算では消費税増税による補助単価が増額になるものと見込

みまして積算をいたしましたけれども、結果として補助単価は据置きとなりました。このため、

令和２年度予算につきましては補助単価を増額前に戻したからでございます。 

 ２点目といたしましては、特別養護老人ホーム等の施設入所者等につきましては健康診査の

対象者から除かれるものでございますけれども、これまで予算においてはこの除外を見込まず

に積算しておりましたけれども、令和２年度からこの除外者を見込んで積算するように変更し

たためでございます。 

 また、今後の見込みでございますけれども、健康診査や歯科健診につきましては、保健事業

の入り口としてとても重要なものでありますことから、広域連合といたしましてはこれまで以

上に推進してまいりたいと考えております。 

 ３点目の「支払基金交付金」の減額の理由についてでございます。支払基金交付金を積算す

る過程で、やはりこれ後期高齢者負担率というものを用います。後期高齢者負担率は現役世代

の人口の減少に伴う現役世代１人当たりの負担増加分を軽減する仕組みでございます。令和２、

３年度の後期高齢者負担につきましては11.41％で0.23ポイント引き上げられますので、その
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分だけ現役世代の負担が減少し、支払基金交付金の減額が見込まれるものでございます。 

 ４点目ですが、「市町村保健事業費委託料」の内容と委託自治体についてでございます。こ

れにつきましては高齢者の医療の確保に関する法律の改正により、令和２年４月１日より高齢

者の保健事業と介護予防の一体的な実施が始まります。これにより広域連合と市町村との間で

委託契約を締結する必要があることから、その委託料を計上したものでございます。委託契約

につきましては、令和２年４月１日付で県内63市町村全てとの締結を想定しております。ただ

し、各市町村が実施する事業の具体的な内容につきましては、実施前に広域連合に事業計画を

届け出ていただき、承認を受けることで委託事業として成立することとしております。 

 ５点目でございます。「後期高齢者保健事業等補助金」の減額理由でございます。健康診査

実施後に受診者に対する結果説明の方法につきまして、全て医師からの対面によるものとした

場合に、それに要する再診料相当分の費用を令和元年度から補助をすることといたしました。

しかしながら、令和元年度予算では全市町村で実施を見込んでおりましたけれども、実際の実

施市町村数が想定よりも少なかったため、令和２年度予算において減額をしたものでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（伊藤 治） 17番、城下議員。 

○１７番議員（城下師子） すみません、１つ答弁漏れがあったと思うんですが、２回目で答

弁をお願いしたいと思います。答弁漏れは、新年度については高額療養費の限度額引上げがあ

るのかないのかということをお聞きしていたんです、それ２回目で結構ですので。 

 それでは、もう１点、先ほど歳出のほうで「市町村保健事業費委託料」のところで新規事業

ということで63自治体、全て対象になりますということで御説明があったと思うんですが、そ

の具体的な内容です。というのは、今こういった介護予防とかという事業については、それぞ

れの市町村は介護保険事業計画の中に位置付けているところが多いと思うんです。そうなって

いくと、結局そのことが介護保険料の引上げにつながっていくんですよ。ですから、それぞれ

の自治体の独自の施策としてやらないと、広域連合として補助金を交付するのに結果として介

護保険料に組み込まれて保険料の引上げに跳ね返っていくというようなこともちょっと心配し

ていますので、この部分についてはどういうふうに各63市町村のほうには広域連合としてお話

をしていくのか、高齢者支援の独自の事業として委託をするべきだと思っているんですが、そ

の辺の考え方についてお聞きをしたいと思います。 

 それから、もう１点、新年度予算の被保険者数というのは先ほど96万４千何人というような

御説明があったと思うんですが、そうしますと今回の予算における１人当たりの医療給付費は

幾らを見込んでいるのか、それをお示しください。 
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 それから、「市町村支出金」、対前年比で約38億円増えていると思います。この増加の主な

内訳ですね、保険料の改定もここでされましたし、もろもろの料率、軽減特例の縮小・廃止と

かもあるので、こういった部分の主な内訳、これを示していただきたいと思います。 

 それから、「国庫支出金」です。対前年比で９億5,720万9,000円の増加になっていますよね。

対象者は増えていくのに、伸び率が前年と比較してわずか0.4％、「令和２年度当初予算の概

要」の中でそういった数字が出ていましたので、この原因についてお示しいただきたいと思い

ます。 

 ２回目、以上です。 

○議長（伊藤 治） 田中給付課長。 

○給付課長（田中克美） 御答弁申し上げます。 

 まず、１回目の答弁漏れということで、高額療養費の限度額の引上げは来年度もありません。 

 ２回目の質問につきまして、まず市町村における介護保険料の引上げにつながるのではない

かというお話がございましたけれども、今回の取組につきましては委託料という形で市町村に

お支払しておりますので、基本的にはその委託料の範囲内で実施していただくということにな

ります。具体的な取組内容につきましては、市町村それぞれの健康課題を分析していただいて、

実施していただくというものでございますので、介護保険料の引上げにつながるものではない

と考えております。 

 続きまして、医療費の１人当たりの負担額でございますけれども…… 

○１７番議員（城下師子） 給付額。 

○給付課長（田中克美） 給付額、はい。 

 医療給付の負担額につきましては、配付資料の「令和２年度当初予算の概要」に記載ござい

まして、７ページにお示ししてございます。７ページに令和２年度の見込額ということで、１

人当たり平均医療費の給付状況ということで78万4,244円ということで積算をしてございます。

国庫負担金の増額の御質問がございましたけれども、１人当たりの給付費の伸び率はそれほど

大きな額ではないんですが、やはり被保険者数の伸びによって医療費の総額が膨らんで、それ

に対して一定割合の国庫負担を頂けるものというふうになってございます。 

 以上でございます。 

○議長（伊藤 治） 高林事務局次長。 

○事務局次長兼保険料課長（高林靖浩） それでは、市町村負担金の内訳のうち保険料分でど

れだけ上がったかということについて御説明いたしますけれども、保険料の増収、先ほどの議

案の中での条例改正の部分、全体を含めての保険料の該当部分としては28億7,000万円程度と

見込んでおります。そのうち、先ほど軽減特例のお話もございましたけれども、軽減特例の見
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直し部分に係る影響については、これはあくまでも試算ということでございますけれども、約

12億8,000万円程度と見込んでおります。それ以外の部分については給付の定率負担金に係る

部分ということになるかと思います。 

○議長（伊藤 治） 17番、城下議員。 

○１７番議員（城下師子） すみません、私２回目に国庫支出金の対前年比の伸び率が、被保

険者が増えているのに前年と比較しても0.4％しか増えていないのはどういう影響があるんで

すかというふうにお聞きしたつもりだったんです。すみません、私の聞き方が多分、うまく伝

わっていなかったと思うんですが、この伸び率の影響というのは0.4％にとどまったというこ

とは、結果として軽減特例の縮小・廃止で、12億円となっていましたよね、歳入のほうで。だ

から、その部分が影響を受けているという理解でよろしいですか、その点だけ確認したいと思

います。 

 以上です。 

○議長（伊藤 治） 田中給付課長。 

○給付課長（田中克美） 御答弁申し上げます。 

 国庫支出金の今年度の増が0.4％、余り伸びていない理由についてということでございます

けれども、こちらの負担金の積算に当たりましては基本的には医療費を積算して、その一定割

合が自動的に計算されてくるものでございますので、医療費の伸びと、被保険者の伸びとの関

係で積算されたということになります。 

○議長（伊藤 治） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（伊藤 治） なければ質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、反対討論はありませんか。 

 17番、城下議員。 

○１７番議員（城下師子） 議案第６号「令和２年度埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢

者医療事業特別会計予算」に反対の立場で討論を行います。 

 政府の進める全世代型社会保障制度改革の影響が本予算にも反映しております。2025年問題

の解決策として打ち出している内容は、医療費抑制と負担増のオンパレードです。新年度予算

には被保険者３万7,012名の増加を見込んでいるとしておりますけれども、１人当たりの医療

費は前年とほぼ横ばい、市町村支出金は対前年比で約38億円の増加となっています。この内容

は保険料の引上げや特例軽減の縮小・廃止による被保険者の負担増がその理由になっています。

厚生労働省が保険料の改定率を２年ごとに示している後期高齢者負担率の引上げも影響してい
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るということが、いずれも明らかになりました。 

 さらに、国庫支出金は被保険者増加にも関わらず、対前年比で９億5,720万9,000円、伸び率

はわずか0.4％の微増となっております。保険料の特例軽減の縮小・廃止による国の負担12億

2,384万1,000円の削減が、その主な理由と受け止めております。この削減は2021年度にも実施

される予定です。マクロ経済スライドによる年金引下げや消費税率の引上げなど、高齢者の生

活は深刻、大変厳しい状況であり、保険料の滞納件数も今回出された資料におきましても１万

件を超えるとされております。高齢者にこれ以上の負担を求めることはできません。国に対し

て国庫負担金など、必要な財源をしっかりと求めること、また広域連合としても低所得者への

保険料や医療費の減免制度の拡充など、実施を更に進めていくべきと考えます。必要な医療を

控える状況も出てきています。高齢者の命と健康を守り、必要な医療をしっかりと受けられる

制度へと変えていくことが、当広域連合にも求められております。 

 以上申し上げまして、反対討論といたします。 

○議長（伊藤 治） 賛成討論はありませんか。 

 18番、峯岸議員。 

○１８番議員（峯岸克明） それでは、私は議案第６号「令和２年度埼玉県後期高齢者医療広

域連合後期高齢者医療事業特別会計予算」につきまして、賛成の立場から討論をさせていただ

きます。 

 この特別会計は、被保険者からの保険料、国や県の負担金、補助金、現役世代からの支援金

等を歳入とし、保険給付費、保健事業費等を歳出としております。令和２年度の特別会計の予

算額は7,681億2,500万円であり、前年度との比較では約0.6％の増となっております。 

 歳出については、的確に見込んだ保険給付に係る経費をはじめとして、被保険者の健康保持

増進の観点から保健事業に係る経費を、そして医療費の適正化の観点からレセプトの審査、点

検等に係る経費を、必要経費として計上しているものでございます。 

 また、歳入については、市町村が徴収した保険料の納付金をはじめとして、国や県からの負

担金、補助金等について、歳出額に合わせて的確に計上されているものと存じます。 

 今後とも、被保険者の方々が安心して必要な医療を受けられるよう、また被保険者の健康保

持増進と併せて医療費の増加の抑制に向けた事業を推進し、制度の安定的な運営に向けて取り

組まれることを期待いたしまして、議案第６号に対しましての賛成討論とさせていただきます。 

 以上です。 

○議長（伊藤 治） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（伊藤 治） なければ討論を終結いたします。 
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 これより議案第６号「令和２年度埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療事業特別会

計予算」を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（伊藤 治） 起立多数であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

 

────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（伊藤 治） 日程第10、議案第７号「埼玉県後期高齢者医療広域連合広域計画の変更

について」を議題といたします。 

 議案の朗読は省略いたします。 

 提案理由について説明を求めます。 

 田中給付課長。 

○給付課長（田中克美） 議案第７号「埼玉県後期高齢者医療広域連合広域計画の変更につい

て」御説明をさせていただきます。 

 恐れ入りますが、右肩にナンバー４とございますＡ４縦長の「議案参考資料」の15ページを

お開きください。 

 趣旨といたしましては、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の

一部を改正する法律が制定されたことにより、高齢者の医療の確保に関する法律の一部が改正

されたことに伴い、現行の広域計画の一部について所要の改正を行うものでございます。 

 変更する内容に関しましては、16ページをごらんください。 

 「２ 変更する事項」について御説明申し上げます。 

 まず、「（１）基本施策」につきましては、「４ 基本施策」の「（２）保健事業の推進」

というタイトルを法改正に合わせて「高齢者保健事業の推進」に改め、下線部の内容を追加す

るものでございます。 

 続きまして、17ページをごらんください。 

 次に、「（２）広域連合と市町村の事務分担」についてでございますが、下線部の内容を追

加し、広域連合と市町村の主な事務分担を、〈変更後〉の表のとおり変更するものでございま

す。 

 主な内容は以上でございます。 
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 なお、今般の一部変更に関しましては、関係市町村及び医療懇話会から御意見を頂いた上で

素案を作成し、広く意見を募集するためのパブリックコメントを実施いたしましたが、御意見

はございませんでした。 

 その後、改めて医療懇話会、運営検討委員会及び主管課長会議にて御説明し、御了承をいた

だいた上で本案を提出させていただいております。 

 以上で議案についての説明を終わらせていただきます。よろしく御審議を賜りますようお願

い申し上げます。 

○議長（伊藤 治） これより質疑を願います。 

 17番、城下議員。 

○１７番議員（城下師子） それでは、広域連合広域計画の変更について質疑をいたします。 

 資料17ページの、御説明いただいたところなんですが、事務分担の部分なんですけれども、

広域連合と市町村の事務分担、どのようなことを想定されているんでしょうか。そこの部分に

ついて、まずお示しいただきたいと思います。 

○議長（伊藤 治） 田中給付課長。 

○給付課長（田中克美） 広域連合と市町村の事務分担についてお答えいたします。 

 介護予防との一体的実施の取組につきましては、住民に身近な市町村が健康課題を抱える被

保険者への個別的支援や通いの場等への積極的な関与を行うことで被保険者１人１人の状況に

応じたきめ細やかな支援を行うことを狙いとしております。 

 現在、広域連合では健康長寿歯科健診や健康相談、訪問指導といった様々な保健事業を実施

しておりますが、これらの取組につきましては引き続き広域連合において実施してまいります。 

 一方で、市町村におきましては各市町村それぞれの健康課題に応じて創意工夫を凝らした取

組の実施が求められます。広域連合といたしましても、市町村と連携をいたしまして、効果的

かつ効率的な取組が展開できるように支援をしてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（伊藤 治） 17番、城下議員。 

○１７番議員（城下師子） そうしますと、何かマニュアル的なものが、指標みたいなものが

あるのか、そうじゃなくて本当にそれぞれの市町村独自のものをやってくださいという部分に

なっていくのか、その点についてお願いいたします。 

○議長（伊藤 治） 田中給付課長。 

○給付課長（田中克美） お答え申し上げます。 

 この取組の実施に当たりましては、市町村ごとに基本方針を定めるということになっており

ますけれども、市町村においてその参考になるものとして、広域連合として基本方針案という
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ものをお示しして、それを参考に各市町村で定めていただきまして実施していただくというふ

うになっております。 

 以上でございます。 

○議長（伊藤 治） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（伊藤 治） なければ質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、反対討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（伊藤 治） 賛成討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（伊藤 治） なければ討論を終結いたします。 

 これより議案第７号「埼玉県後期高齢者医療広域連合広域計画の変更について」を採決いた

します。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（伊藤 治） 総員起立であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

 この際、暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後３時０８分 

 

再開 午後３時２０分 

 

○議長（伊藤 治） 再開いたします。 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

────────────────────────────────────────────── 

 

◎一般質問 

○議長（伊藤 治） 日程第11、後期高齢者医療広域連合の所管事務に対する一般質問を行い

ます。 



－36－ 

 一般質問に関連する資料要求が17番、城下議員からあり、執行部より提出された資料をお手

元に配付してありますので、御了承願います。 

 これよりお手元に配付した通告書のとおり質問を許します。 

 なお、議案質疑と重複する質問については避けるようお願いいたします。 

 また、質問、答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。 

 17番、城下議員。 

○１７番議員（城下師子） それでは、一般質問を行います。 

 まず、一部負担金についてです。 

 後期高齢者医療窓口負担２割への影響についてです。 

 高齢者が病院に行けなくなる、窓口負担が２割になれば食費を削るしかない、このように大

変高齢者の悲鳴のような声が私たちのところにも寄せられております。しかし、こうした高齢

者の現状に背を向けるかのように、政府は全世代型社会保障検討会議、この中で昨年12月に中

間報告をまとめ、2020年度始めまでに75歳以上で一定所得以上の方への医療費の窓口負担、こ

れを２割にすると明記をしています。具体的な所得基準については、今年の夏頃に最終報告に

向けて検討するようですが、これを受けて厚生労働省の諮問機関である社会保障審議会の医療

保険部会が１月31日に開かれまして、事実上、この日がキックオフというふうに議論をされて

いく状況です。 

 所得が一定以上の方を対象としていますけれども、消費税率が引き上げられました。年金も

引下げ、今回提案された保険料の引上げなど、高齢者の所得が年々減少しているのは御承知の

とおりだと思います。政府の対応に対して、医師会や各種医療団体からも批判や怒りの声が出

ています。昨年11月の私の一般質問で、広域連合長は、この高齢者の窓口負担の問題につきま

して、高齢者の負担については現行の１割が最もベターである。広域連合全国組織にも意見を

上げたいと、このように答弁をされていらっしゃいました。負担増中止や国庫負担金の増額な

ど、国に対して更なる要望が私は必要だと考えております。 

 質問の１点目なんですが、被保険者の窓口負担の軽減に向け、広域連合としてその後どのよ

うに取り組まれたのか、まずこれを１点目に質問します。 

 それから、相次ぐ社会保障の改悪によりまして、医療費の負担増や年金削減など、高齢者を

取り巻く環境が急速に変化をしています。高過ぎる社会保障費の負担は、年金暮らしの高齢者

にとっても保険料等の滞納者を生み出す、こういった要因にもなっています。高齢者の貧困化

も深刻です。広域連合としても、高齢者が置かれている現状をしっかりと把握することが必要

です。広域連合独自に高齢者の生活実態調査を行うべきと考えますが、この点についても御答

弁いただきたいと思います。 
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 ２点目が医療機関の現状と公立・公的病院の再編統合についてです。 

 公立・公的病院の再編統合による高齢者への影響について質問いたします。 

 厚生労働省が昨年９月末に公表した424の公立・公的病院の再編統合対象のうち、埼玉県内

では７医療機関が対象とされました。公表直後から、全国各地から県知事、議会、首長、医療

団体からも地域や自治体による努力を理解していないなど、怒りの声が広がっています。厚生

労働省から都道府県を通じまして公表された病院のある自治体に対し、将来に向けた担うべき

役割や病床数を含む具体的対応方針について、再検討の依頼が今示されています。住み慣れた

地域で必要な医療を受けるためにも、環境整備は命に関わる課題であり、当事者や、そして自

治体にとっても死活問題に発展するものであります。約96万人の被保険者を抱える当広域連合

としても、高齢者の医療を受ける権利をしっかりと保障する立場から、公表の撤回と医師や医

療従事者等の充実・確保をしっかりと国に求めるべきと考えます。再編統合による影響を、広

域連合としてどのように捉えておられるのか、この点についてお尋ねをいたします。 

 次にまいります。３点目は、大規模災害による被災者支援についてです。 

 11月議会でも一般質問で取り上げさせていただきました。大規模災害による被災者支援と後

期高齢者医療制度の減免についてなんですが、厚生労働省の通達による減免実施がされており

ます。昨年10月に発生しました台風から４カ月が経過しております。被災者の生活再建には、

まだまだ時間を要する状況ですが、被保険者の被災状況や厚生労働省通達による減免申請等は

どのように把握されているのか。また、厚生労働省通達による減免期間が延長されたというこ

とですが、当初１月末までの期間だったと思うんですけれども、延長期間と各自治体や被災者

への周知はどのようにされているのか。 

 それから、２点目なんですが、広域連合独自の支援策についても11月議会で取り上げさせて

いただきました。埼玉県後期高齢者医療広域連合議会独自の減免制度について、期間の延長な

ど拡充に向けた検討は、その後どのように進められているのか、この点についてお尋ねをいた

します。 

 ４点目は、健康診査事業についてです。 

 健康診査の受診率向上についてです。 

 広域連合が実施しています健康診査の受診率がなかなか向上していません。これは11月の決

算でもお聞きいたしましたけれども、向上に向けた努力は広域連合としても頑張っていらっし

ゃる、このことは理解いたしております。しかし、自治体間格差も見受けられます。 

 まず、経年での受診率の推移を見てみました。これは資料にも付けられていたと思うんです

が、基本的にはほぼ30％、40％に到達していないというのが実態だというふうに受け止めてお

ります。この現状をどのように捉えていらっしゃるのかお尋ねいたします。 
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 それから、被保険者から今回の議会にも難聴、聴力ですね、陳情が出されていると思います

けれども、それぞれの各地域におきましても、こういった難聴の早期発見ということでの要望

が出されております。聴力検査を広域連合の独自の健康診査の事業として実施してもらえない

か、こういう声も寄せられております。加齢による難聴は、70代では３人に１人、80代では３

人に２人と言われています。難聴によるコミュニケーションの低下は、認知症の大きな要因に

もなるそうです。被保険者の健康を守り、難聴の早期発見、早期対応で認知症の予防にも大変

大きな成果を上げているようです。ぜひ検査項目に追加することを提案して、一般質問１回目

を終わります。御答弁をお願いいたします。 

○議長（伊藤 治） ただいまの質問に対し答弁を求めます。 

 高林事務局次長兼保険料課長。 

○事務局次長兼保険料課長（高林靖浩） それでは、順次御答弁をさせていただきます。 

 まず、質問項目１の（１）に対してでございますけれども、これまで窓口負担２割導入に関

しては、当広域連合でも慎重かつ十分な議論を行うように各都県の広域連合とも連携をしなが

ら、国に対し要望をしてきたところでございます。６月にも国に対して要望をして、前回議会

で御質問をいただいた後には、全国後期高齢者医療広域連合協議会で取りまとめた要望書を令

和元年11月14日に厚生労働大臣宛てに提出しております。 

 御指摘のように、今回全世代型社会保障検討会議の中間報告において、一定所得以上の方の

窓口負担を２割にする方向性が示されたわけでございますけれども、これは今後の検討の中で

何より後期高齢者医療被保険者の皆様が必要な医療を受けられる制度が維持されるよう、今後

も引き続き他の広域連合と連携をしながら要望を行っていきたいと考えております。 

 それから、２点目、高齢者の生活実態調査についてということでございますけれども、広域

連合独自で現状ではそういった調査は行っておりません。しかしながら、国の実施する後期高

齢者医療制度の被保険者実態調査というものがございまして、毎年被保険者の年齢構成、所得

及び保険料賦課の状況等について調査、報告をしているところでございます。今回の保険料率

改定に当たっても、このようにして把握した客観的な所得状況等も踏まえまして、算定を行っ

たところでございます。今後も、被保険者の各種情報を的確に把握しながら、後期高齢者医療

制度を適正に運営してまいりたいと考えております。 

 続いて、質問項目２、（１）の①の質問に対して御答弁申し上げます。 

 まず、この影響の把握ということでございますけれども、客観的なデータに基づいてという

ことになりますと、これを算定するようなツールというのがない状況にございます。その上で、

今回厚生労働省が公表した公立・公的病院の再編統合に係る資料につきましては、今後の地域

医療を再検証する上での参考として提示されたものと認識しておりまして、再編統合がまずあ
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るということではなくて、あくまでも今後地域の特性に応じた協議がなされていくものと考え

ております。 

 続きまして、質問項目３、（１）の①の御質問に対して御答弁申し上げます。 

 まず、厚生労働省通達による今の現状での減免実績については、一般質問資料の３の（１）

の①をごらんいただきたいと思うんですけれども、保険料の減免については、令和２年１月末

までの申請分で811件、約1,286万円を減免しております。実際に受診時に窓口で負担いただい

ている一部負担金の免除については、令和元年11月診療分までに1,228件、約412万円を免除し

ております。この事務に関しては、市町村に対して随時情報を提供してから適切な対応を行っ

ていただくようにお願いをして、この実績が取りまとまっているところかと思います。 

 ②の御質問に対して御答弁申し上げますが、広域連合独自の支援策ということでございます

けれども、先ほど御指摘いただいたように１月末までの期限であった国の特別措置というのを

令和２年３月末まで延長するという通知がありまして、当広域連合として速やかに国の通知の

とおり一部負担金の免除期間を延長することに決定して市町村に周知をしております。４月以

降に関しましては、埼玉県後期高齢者医療広域連合災害救助法適用区域の被保険者に対する後

期高齢者医療の一部負担金免除事務取扱要綱、これは当広域連合の要綱ということですけれど

も、それによって令和２年４月11日までの一部負担金の免除を行うこととしております。 

 なお、ここにきて厚生労働省から減免措置に係る国の財政支援を９月末まで行う方向性とい

うのが示されておりますので、それに向けて準備を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、質問項目４、（１）の①に対してでございますけれども、健康診査の現状は先ほど御

指摘いただいたとおりなんですけれども、30年度の受診率が34.8％で前年度の34％からは上昇

いたしましたが、データヘルス計画、広域連合の計画の目標である36％には届いておりません。

来年度から保健事業と介護予防の一体的実施が開始されて、それらの取組の入り口としても健

康診査の重要性が高まってきているところでございますので、これまで以上に健康診査の受診

率の向上に努めてまいりたいと考えております。 

 続いて、②の御質問に対してでございますけれども、聴覚検査の導入についてということだ

と思いますが、本広域連合健康診査の実施要項につきましては、国が定める特定健康診査の項

目に準じて実施をしております。聴覚検査につきましては労働安全衛生法に基づく健康診断で

は実施が義務付けられているところでございますけれども、特定健康診査ではこれが義務付け

られておりません。 

 また、聴覚検査の実施には専用の機器が必要であるため、被保険者の皆さんに広く健康診断

を受けていただくためにも、現状では検査項目を追加することは逆に難しいと考えております。 

 以上でございます。 
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○議長（伊藤 治） 17番、城下議員。 

○１７番議員（城下師子） それでは、２回目の質問を始めます。 

 まず、一部負担金について窓口負担の２割につきましては、当広域連合としても広域連合長

を先頭に全国組織に対しても意見を上げてこられたというのは私も承知いたしております。し

かし、なかなか国のほうの議論の中身を見ますと、もう実施ありきのような議論が進められて

いるということでは、当事者もこの検討会議の中には入っていないということで、医師会の会

長からもこのことについては大変怒りの声も上がっていますし、今回の議会におきましても２

つの団体から窓口負担の現状維持を求める陳情ですね、国に意見を上げてほしいという陳情が

出ています。そういう意味では、保険と医療の適正化ということが大変飛び交っておりますが、

やはりこの問題については国民健康保険でもそうなんですが、大元の国が国庫負担金をどんど

ん減らしてきているというところが大変大きな問題でもあるんじゃないかというふうに私も受

け止めています。そういう意味では、広域連合長に前回も御答弁いただいたんですが、慎重か

つ十分な議論では、なかなか当事者の方たちの意見というのは届いていかないかなと私は感じ

ております。そういう意味では、私は11月に非常に力強く、現状の１割が本当にベターだとい

うことを御答弁されておりますし、私は絶対このことについては当広域連合としてもあきらめ

ずに現状を維持、それから国の負担金を増やしてほしいということを強く求めていただきたい

と思います。これについては広域連合長、御答弁いただきたいと思います。 

 それから、２点目の高齢者の生活実態のことについて、先ほど独自の調査はしていらっしゃ

らないという御答弁でした。保険料改定の際に収入等については調査はされているような旨の

答弁だったかと思うんですが、本当に今高齢者の年間所得というのは減ってきているというの

は、皆さんもよく知っていらっしゃると思います。結果として、滞納や生活困窮化が深刻にな

っていくという、こういう実態もあります。 

 実は、各市町村でも介護保険事業計画を策定するときに高齢者実態調査というのを行ってい

ると思います。65歳以上の高齢者の方たちの実態調査を、所沢でいえば抽出でサンプルを取っ

ているんですが、こういったところからも広域連合として県内の63自治体ですか、そこからそ

れぞれの自治体、とりわけ後期高齢者については情報をつかむことが私はできるんじゃないか

なと思うんです。そういう意味でも、そういったことをまず県内の市町村、実際のこういった

高齢者実態調査の内容をどういうふうにされているのか、そこで後期高齢者医療広域連合とし

て被保険者の状況を把握する、生活実態を把握するということも可能ですので、この点につい

ても是非やっていただきたいと思います。御答弁いただきたいと思います。 

 それから、２点目の医療機関の現状と公立・公的病院の再編統合についてなんですが、先ほ

ど、今回の再編統合の影響については客観的には持っていらっしゃらないという答弁でした。
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再編があるとも思わないという、それから地域の実情に合わせて進められていくんじゃないか

という見解を示されておりましたけれども、今この９月の公表に対しては余りにも唐突だった

ので、非常に地方の医療機関からも怒りの声が広がる中で、今厚生労働省は何をやっているか

というと、再編統合に向けたあの手、この手でやっているんですね。ご存じだと思いますけれ

ども、新たに再編統合対象医療機関を公表せずに、直接対象自治体へ声をかけていくという動

きも実は出てきているんですよ。 

 ですから、そういう意味では埼玉県内では７つの医療機関、蕨市立病院、埼玉北部医療セン

ター、北里大学メディカルセンター、それから東松山市立市民病院、東松山医師会病院、私の

いる所沢の市民医療センター、東埼玉病院、この７つの医療機関なんですけれども、本当にそ

ういう意味では地域もこのことについて風評被害も起きているという報告もありますし、特に

専門分野を所管している病院については、もう患者さんが非常に困っている。そこで働く医療

スタッフも本当に困っているという声も寄せられています。 

 私、去年11月22日に行われました埼玉県の医療圏の医療部会傍聴に行きました。その際、広

域連合の局長も委員として参加されておりまして、そういう意味ではそこに参加した医師会、

様々な医療団体の院長さん含めて、この再編が行われたらとんでもないという怒りの声が寄せ

られていました。そういう意味では、是非これは私、広域連合長にも、96万人の被保険者を抱

える当広域連合として高齢者の医療を受ける権利がある意味阻害されていってしまうというこ

とにつながっていくと思うんです。広域連合長、先ほど保険医療適正化、保健事業の充実とい

うことで、健康で安心して医療を受けられる体制という旨の御挨拶もされておりましたので、

是非この点についてもしっかりと国に対しても、それから埼玉県の医療構想調整会議、ここに

も広域連合から局長が参加されておりますので、是非この声を上げていただきたいと思います。

この点について御答弁いただきたいと思います。 

 それから、３点目です。大規模災害による被災者支援についてです。 

 １回目の御答弁で国から示されている減免については、その都度自治体のほうにも情報提供

されているという御答弁でした。資料もありがとうございました。非常に件数も多いというこ

とで、まだまだ通常の日常生活に戻れていない方たちも大勢いらっしゃいますし、そういう意

味では９月までの延長ということが今報告されましたので、更なる延長と支援策の充実を、こ

れを求めていただきたいと思います。これについても御答弁をいただきたいと思います。 

 それで、広域連合独自の減免制度ですね、これが４月11日で、いわゆる発災から半年、６カ

月でしたよね、このことについてはそうするとどうなるんですか、国のほうの支援制度の状況

をもって広域連合として検討していくという理解でよろしいんでしょうか。この点について１

回目の答弁で余りちょっと私自身が理解できなかったので、その点もう一度御答弁いただきた
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いと思います。 

 それから、４点目の健康診査事業についてなんですが、広域連合としての受診率については

目標36％ということで、この36％がどうなのかというのは私も判断に困りますけれども、これ

は本当に進めていかなきゃいけないですし、せっかくある制度なので、ならばもっと受診して

みようかなと思うような内容にしていくことが、私は大事だと思っています。 

 聴力検査については、いろいろ条件もあるということで先ほど御説明いただきましたけれど

も、これ今すごく全国的にも要求運動としても起きてきていますし、それぞれの自治体では独

自の支援策でやっているところもありますけれども、やはり入り口のところでの検査をやって

みないことには対応がとれないということでは、是非実施している自治体がどれぐらいあるの

か、こういった情報収集もしてほしいですし、国が定める項目で実施をされているという答弁

だったんですが、是非国に対して、この項目を入れてほしいという要望をお願いしたいと思っ

ています。 

 今回も陳情出ていますよね。非常に今認知症の方も増えていく中で、認知症予防にも大変大

きな貢献をされているということも報道されていますし、そういう意味ではこの視点で是非、

全国的な調査なんかもやっていただきたいと思っています。 

 ２回目は以上です。 

○議長（伊藤 治） ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 富岡広域連合長。 

○広域連合長（富岡 清） それでは、私に対するお尋ねがありましたので、お答えをさせて

いただきたいと思います。 

 まず、窓口負担の在り方についてでございますけれども、先ほど前回の本定例会におきます

私の答弁を引用され、今でもこれは負担割合が少なければ少ないほどいいと、１割がベターだ

と今でも思っているところでございます。これはあくまでも所得の高い方々に限ってとは言い

ながらも、それらの方も含め、今被保険者の負担が上昇しつつある中で、医療を受診する機会

が失われてしまうのではないかという、そんな心配があるからでございます。 

 とは言いながらも、やはり国の社会保障制度を議論する、そうした会議の中で中間報告が出

たということは、これは重く受け止めなければならないことなんだろうと思います。 

 議員さん御指摘のように、先ほど事務局が御答弁申し上げましたように、これまでも全国後

期高齢者医療広域連合協議会等を通じて私どもの意見というものを国に要望してまいりました。

これからも、そのようなことを引き続き行っていきたいと思っているところでございます。 

 また、公的病院の再編等につきましては、これはやはり議員さん御案内のように高齢化社会

が進展するに伴いまして、病院の機能がいわゆる発病から急性期の病院と、それから回復期か
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ら介護に向かっての病院というふうに、需要がだんだん変わってきているのかなと思っている

ところでございます。そうした中で、どのような需要にどのような形で応える医療機関が必要

なのかという考えの中で、今回の議論が進んでいるように思えるところでございます。 

 ただ、このことにつきましては、やはり県が計画を練る中で判断をし、そしてもちろんこれ

は後期高齢者だけではなくて、地域の皆さん全てにとって病院がなくなるということは大変な

ことでございますので、地域の皆さんの意見を十分反映させながら、県がそれなりに御判断さ

れるよう、そういった動向を注視してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（伊藤 治） 高林事務局次長。 

○事務局次長兼保険料課長（高林靖浩） 被保険者の生活実態の生の声をということで、市町

村で介護の実態調査をしている、そういったものを踏まえてという御質問だと思うんですけれ

ども、生活の実態を把握するための調査というのは、御指摘のような調査以外にも、県による

調査、それから国による調査も実施されておりますので、例えば一例としては厚生労働省にお

いて国民生活基礎調査というものを実施しておりまして、年齢、階層別の調査も実施している

ようでございますので、そういった調査結果、それから県が保有している情報等も提供してい

ただきながら、今後の広域連合の業務運営の参考にさせていただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（伊藤 治） 田中給付課長。 

○給付課長（田中克美） ３点目の４月以降の減免の措置について御説明を申し上げます。 

 ３月末までは国の措置により、病院窓口で被災者である旨申し上げていただければ、それで

一部負担金の免除を受けられるところでございますけれども、４月以降につきましては、事前

に免除証明書を各広域連合で発行して、それを持って病院窓口に提出して免除を受けるという

ふうに変更になります。それを９月末まで予定しているところでございます。これにつきまし

ては各広域連合が業務を実施するような形になりますので、現状４月11日までとなっておりま

す広域連合の要綱の変更等を行って対応という形になるかと考えております。 

 続きまして、４点目の聴覚検査の拡大というお話でございますけれども、聴覚検査につきま

しては、国の補助基準対象になっていないということで、検査の対象にはなっていないんです

が、これに関わらず、来年度から始まります介護予防との一体的実施等の取組の中で、高齢者

が集まる通いの場への医療専門職を派遣する取組等も始まりますので、そういった集いの場等

の機会で聞こえの問題を抱える高齢者がいらっしゃいましたら、専門医の受診を勧めるなど、

高齢者１人１人の生活の質の維持または向上させるような取組を実施してまいりたいと考えて

いるところでございます。 
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 以上でございます。 

○議長（伊藤 治） 17番、城下議員。 

○１７番議員（城下師子） それでは、最後の３回目の質問にまいります。 

 医療費の窓口負担２割での導入については、広域連合長も今も同じ思いでいらっしゃるとい

うことで、医療を受ける機会が失われていくということで懸念されているという御答弁でした。

これについては、やはり是非現場から、それぞれの地域、それぞれの組織から声を上げていく

ということはとても大事だと思っていますし、今正に医師会も含めて余りにも乱暴なやり方だ

というような批判の声も上がっています。 

 そういう意味では、是非ともこれは引き続き声を上げていただきたいですし、今回も２団体

から国に意見を上げてほしいという陳情も出されておりますので、是非これはお願いしたいと

思います。 

 それから、高齢者の実態調査については国や県も調査しているので、そういった情報も今後

利用していきますということだったんですが、一番身近な市町村、自治体も結構情報持ってい

らっしゃるんです。ですから、そういったところでもしっかりと私は情報把握していくべきだ

と思います。この点について御答弁いただきたいと思います。 

 それから、公的病院の再編統合についてなんですが、確かに県を通じて、いろいろ計画立て

ていますから、県の事業ではありますけれども、そこにそれぞれの地方自治体、それから医療

関係者がそれぞれ県内の医療圏のところで意見を出し合っているわけなんです。そういう意味

では、やはり広域連合としても、広域連合では75歳以上の方たちの医療をどうするのか、そう

いったことを検討しているわけですので、何より埼玉県の医療圏の医療部会の中に広域連合と

しても局長が参加しているわけなんですね。ですから、広域連合議会からも、こういった声が

上がっているということを、しっかりと私はお伝えいただきたいと思っています。この点につ

いて、是非御答弁いただきたいと思います。 

 それから、回復期への移行ということで、所沢市も包括ケア病床に移行しました。しかし、

今一番何が困っているかというのは、今日集まっている議員の皆さん御承知だと思いますけれ

ども、一番困っているのは今回の公立・公的病院の再編統合については医師の長時間労働や医

師不足、それから医療従事者をどう確保していくかという、この議論が全くされていない、こ

れが問題なんですよ。医師がいないために、医療スタッフがいないために患者を受け入れられ

ないので、ベッドの稼働率が下がっていると、こういう悪循環があるわけです。 

 ですから、是非とも、所沢市議会も今回の公表の撤回、それから医師や看護師等の医療の充

実を求める意見書、全会一致で上げました。そういう意味では、今後もそういった運動は広が

っていきますでしょうし、やはりこういったものも広域連合としてもあらゆる機会を捉えて声
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を上げていっていただきたいと思っていますので、是非この点についても見解をお示しいただ

きたいと思います。 

 それから、３点目の大規模災害についてなんですが、すみません、もう一度確認しますけれ

ども、そうしますと広域連合独自の減免制度についても期間を延長したという理解でよろしい

んですか、そういう説明と受け止めてよろしいですか。９月まで延長と、そういう理解でよろ

しいですか。 

 それから、４月以降については市町村から免除申請を発行してもらって、それを持っていか

ないと病院にかかれないということですよね、それについての周知はどのようにされるのか、

この点についてお聞きしたいと思います。 

 それから、最後に健康診査事業についてです。 

 集いの場で今後、介護の予防介護と一体事業ということで、集いの場で聞こえの問題がある

方に受診を勧めていくというようなお話がございましたけれども、それについてはどういうこ

とを考えていこうとしているのか、今後のことなのですぐには答弁できないかもしれませんけ

れども、それはそれとして進めていってもらいながら、私はやっぱり健康診査の項目の中に入

れていくということが本当に重要だと思います。そういう意味でも、国の定める項目に入って

いないということで、これしっかりと国に要望していただきたいんですよ、この点について見

解をお示しいただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（伊藤 治） 富岡広域連合長。 

○広域連合長（富岡 清） 先ほど公的病院の再編の関係で、広域連合からも、そういった場

に出ているではないかというような御指摘があったところでありますが、そういった機会があ

ったならば、議会の中からこのような意見が出ているということは紹介したいと思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（伊藤 治） 高林事務局次長。 

○事務局次長兼保険料課長（高林靖浩） 実態調査の関係の御質問に対してでございますけれ

ども、ちょっと私の言葉足らずのところがございまして、介護の実態調査に関しては各市町村

が行ったものを県の計画に盛り込むために吸い上げているというような状況も聞いております

ので、そういった意味で県が保有する市町村から頂いた内容というものを提供いただきながら、

今後の業務運営に役立てていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（伊藤 治） 田中給付課長。 
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○給付課長（田中克美） 要綱を改正してということで、現状ではまだ改正はしておりません

が、４月12日以降実施するに当たっては要綱の改正が必要になるものと考えておりまして、そ

のような方向で進めていきたいということでございます。 

 また、免除証の発行についてどのような形で周知をするかということでございますけれども、

もともと１月30日に当初国の支援措置が終了する予定でございましたので、12月の末に国の従

来の減免措置を受けている方の一覧表を抽出いたしまして、それを各市町村に提供して、その

時点では１月末に切れますので、２月以降の減免に引き続き遺漏がないようにお願いしますと

いう形で周知を実際したところで、その後延長することが決まったわけですけれども、そのよ

うな形で今後も市町村に周知は続けていきたいと考えております。 

 健康診査における聴覚検査項目の問題ですけれども、具体的な取組についてはそれぞれの市

町村と連携して考えていくというところなど、具体的な取組については現状ではまだお答えで

きないところで、お許しいただければと思うんですが。 

 それと、健診項目として国に要望できないかというお話ですけれども、そういう機会があれ

ば、させていただきたいとは考えておりますけれども、まず広域連合で健康診査をするという

ことは、この健康診査を使って保健事業につなげていく必要があるということになりますので、

例えば糖尿病の重症化予防だとか、そういった取組が、それを活用する必要ということはござ

いますけれども、聴覚検査につきまして医療保険者という意味の取組につなげていくという観

点では若干優先度は低くなってしまうのかなという考えはございます。 

 以上でございます。 

○議長（伊藤 治） 以上で17番、城下議員の一般質問を終了いたします。 

 これで、付議された事件の議事は全て終了いたしましたので、会議を閉じます。 

 

────────────────────────────────────────────── 

 

◎広域連合長挨拶 

○議長（伊藤 治） ここで広域連合長から挨拶を行いたい旨の申出がありますので、これを

許します。 

 富岡広域連合長。 

○広域連合長（富岡 清） それでは、議長から発言のお許しをいただきましたので、閉会に

当たりまして一言お礼の挨拶をさせていただきます。 

 本日、上程させていただきましたそれぞれの議案につきましては、全て御可決をいただきま

して、誠にありがとうございました。 
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 伊藤議長を始め、議員の皆様方には、当広域連合議会の運営に対しまして、今後ともお力添

えを賜りますようにお願いを申し上げまして、閉会に当たりましての御挨拶とさせていただき

ます。 

 皆さん、本日は誠にありがとうございました。 

 

────────────────────────────────────────────── 

 

◎閉会の宣告 

○議長（伊藤 治） これをもちまして、令和２年第１回埼玉県後期高齢者医療広域連合議会

定例会を閉会いたします。 

 御苦労さまでした。 

 

閉会 午後４時０１分 
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